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研究成果の概要（和文）：人々の立地選択を扱う都市経済学の文脈では，集積の経済から生じる正の外部性と混
雑から生じる負の外部性の複雑な相互作用があるため，モデルは複数の均衡をもつ場合がほとんどである．一方
で，外部性の存在により均衡は一般に効率的でないため，インフラ投資などの政策介入の議論が重要となる．し
かし，複数の均衡が存在すると，政策を実行しても社会厚生を最大にする効率的な状態に経済が移行する保証は
ない．本研究は，（１）人々の立地選択の対象とするエリア（市区町村など）の空間単位が小さいときと（２）
人々が将来期待を有するときのそれぞれについて，安定な均衡が一意になるケースを示した．

研究成果の概要（英文）：Urban economic models, where people choose locations of their residence, 
generally have multiple equilibria because both positive externalities from agglomeration economies 
and negative externalities from congestion arise. Simultaneously, policy discussions are important 
because equilibrium is generally inefficient, owing to the presence of externalities. However, under
 the presence of multiple equilibria, an economy does not necessarily move to the efficient state 
where social welfare is maximized, even if a policy is implemented. This project shows that stable 
equilibrium can be unique for the following two cases: when the spatial unit of areas over which 
people choose to locate is small and when people have forward-looking expectations.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
政策評価は，経済学が現実問題に貢献しうる1つの重要な分野である．複数均衡が生じるモデルを用いた政策評
価がいかなるケースにおいて妥当性を有するのかについては未解決の部分が多く，この点について理解を深める
ことができたのが本研究の社会的・学術的意義として挙げられる．さらに，政策評価は経済学のみならず土木計
画学などの他分野でも研究されており，本研究の学術的意義は経済学にとどまるものではない．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
人々の立地選択を扱う都市経済学の文脈では，集積の経済から生じる正の外部性と混雑から

生じる負の外部性の複雑な相互作用があるため，モデルは複数の均衡をもつ場合がほとんどで
ある．一方で，外部性の存在により均衡は一般に効率的でないため，インフラ投資などの政策
介入の議論が重要となる．しかし，複数均衡が存在すると，政策を実行しても社会厚生を最大
にする効率的な状態に経済が移行する保証はない．これまでの政策評価においては，複数均衡
の問題は明示的に考えず，効率的な均衡は一意な安定均衡であるという想定をしていることが
多い．したがって，どのような状況でこのような想定が正当化されるのか（すなわち，どのよ
うな状況でその政策評価は妥当性を有すると判断して良いのか）を考察することが重要である． 
 
 
２．研究の目的 
都市・地域経済学の分野で盛んに研究が行われている空間相互作用モデルを考え，以下の二

つのケースについて，安定な均衡が一意であるという想定が正当化されるかどうかを調べるこ
とを本研究の目的とする． 
（１） 人々の立地選択の対象とするエリア（市区町村など）の空間単位が十分小さいとき． 
（２） 人々が将来期待を有するとき． 
 
 
３．研究の方法 
（１） 
空間相互作用モデルでは，経済主体はある立地点を選ぶが，その立地点から得られる効用は，

他の経済主体の立地分布に依存するという構造になっている．したがって，意思決定は戦略的
なものになり，均衡概念としてはナッシュ均衡を考える．これまでの空間相互作用モデルでは，
選べる立地点の集合は連続なものを考えることが多い．この場合，単一経済主体（例えば，消
費者のみ）のモデルを考えれば，一意な均衡が得られることが知られている（Mossay and 
Picard, 2011）．しかし，実際にデータを用いながら空間相互作用モデルに基づいた政策評価を
行う場合は，立地点は有限個であるケースを考える必要がある．例えば，人口の空間データは，
市区町村やメッシュごとに集計されたもののみ利用可能である．そこで，均衡が一意な連続空
間モデルにおいて，立地点を有限個（すなわち，離散選択）にした場合の，空間相互作用モデ
ルの均衡の性質を調べる．特に，立地点の数を増やして連続空間に近付けたときに，離散空間
モデルの均衡を連続空間モデルの一意な均衡で近似できるかどうかを調べる． 

 
（２） 
（１）のモデルは，人々が立地選択を決めるときにそのときの効用のみを考慮する，いわゆ

る静学モデルである．しかし，立地選択は一度行うと簡単には変更ができない意思決定であり，
将来の効用に与える影響も重要であると言える．そこで，分析を重複世代モデルに拡張し，そ
れぞれの世代は生まれたときに立地を決めると変更はできず，寿命が確率的に与えられるよう
なモデル（Yaari, 1965）を考える．さらに，ストック変数（資本）を入れることで，集積の経
済が経済成長を促進し，人々が立地選択を行うときに生涯効用の割引現在価値を考慮するよう
な設定を考える．空間相互作用としては，各地域の企業の生産性が他地域の人口に依存し，生
産技術のスピルオーバーがあるような状況を考える． 
 
 
４．研究成果 
（１） 
得られた主な結果は次の３点である．まず１点目として，空間相互作用に対称性を課せば，

このモデルの均衡の計算はある関数の最適化問題に帰着でき（この関数をポテンシャル関数と
呼ぶ），さらに，その問題の局所的最大化元を安定均衡として考えられることを示した．２点目
として，このモデルの均衡は経済主体が集まって立地することのメリット（集積の経済）とデ
メリット（混雑）のトレード・オフによって決まるが，１点目の結果に基づいてポテンシャル
関数の形状を調べた結果，そのトレード・オフを表すパラメーターの値によっては，立地点の
数をいくつに定めても均衡が複数存在することが分かった．一方で，３点目として，立地点の
数を無限大にすると，均衡が複数あったとしても，全ての均衡は連続空間モデルの一意な均衡
に収束することが分かった．したがって，空間を離散にすると一般に均衡は複数存在するが，
立地ゾーンのサイズが十分に小さければ，均衡が複数存在したとしても全て連続空間モデルの
一意な均衡とほぼ同じであると考えてよいということが分かった． 
モデルに複数均衡が生じると，データを用いたパラメーターの構造推定や政策評価を行う際

の分析が複雑になる．したがって，複数均衡の問題を回避できる条件を明らかにすることの意
義は大きい．また，最近の空間データは 100 メートル・メッシュなど小さな空間単位で提供さ
れているものもあり，ここで得られた理論的知見は実際の実証研究にも大いに関連すると考え
られる．（１）の研究では，複数均衡の問題を回避するための条件を弱め，これまでの空間相互
作用モデルに関する研究成果の適用範囲を広げることができた． 



 
（２） 
（１）で考えた静学モデルと同様に，空間相互作用に対称性を課せば，安定均衡を見つける

問題はポテンシャル関数の最適化問題に帰着できることを示した．さらに，静学モデルではポ
テンシャル関数の局所的最大化元が安定均衡になるのに対し，動学モデルでは大域的最大化元
のみが安定均衡になることを示した．これは，動学モデルでは安定均衡は一意に存在すること
を意味する（一方，局所的最大化元は一般に複数存在し得るため，静学モデルの安定均衡は一
意とは限らない）．直感的な理由は，経済が局所的最大化元（だが大域的最大化元ではない）均
衡にあったとしても，人々がうまく期待を調整すれば大域的最大化元に移ることが可能だから
である．類似の結果は，進化ゲーム理論の完全予見動学に関するリテラチャー（Matsui and 
Matsuyama, 1995 など）でも知られているが，本研究のモデルにはストック変数があり，プ
レーされるゲームが通時的に変化するケースを扱っている点に新規性がある． 
（１）では、地理的単位のサイズが十分に小さければ、均衡が複数存在してもそれらは質的

に類似したものとなるため、政策評価を行う上ではそれほど大きな問題とならないことが示唆
された。しかし，次の２点が問題点として明らかになった．（a）政策評価をする上で問題とな
らないためには，地理的単位のサイズはどれぐらい小さければ良いのか，具体的な基準を得る
ことが困難であること．（b）非常に小さな地理的単位で分析することが必要となる場合，デー
タを得ることが困難であること．（２）の研究では，人々が将来期待を有するときは，地理的単
位のサイズに関わらず，安定な均衡が一意になり得ることが明らかになった． 
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